
 

豊田市交通安全学習センター 

    ＦＡＸ 0565-88-5058 

交通安全教育機材・教材借用願 

  年  月  日 

豊田市交通安全学習センター長 様 

 

 

団体名                   住  所                         

電話番号                                        

  

借用者名                  電話番号                  

                     電話可能時間 平日・土日  ：   ～  ：  

 

 

交通安全活動のため、下記のとおり借用をお願いします。 

記 

借用目的  

借

用

物

品 

信号機 （ 一式４本 ）                       本（１本から貸出可能） 

横断マット                       枚 

踏切マット                       枚 

目隠しフェンス                       式 

道路標識（□にレ点） □止まれ（   枚） □横断歩道（   枚） □踏切（   枚） 

ＤＶＤ   タイトル                  □ デッキ  台 

ビデオ （     本） タイトル                  □ デッキ  台 

大型紙芝居（□にレ点） □「いちどとまってみぎひだり」  

第１希望 
使 用 日   年  月  日 

借用期間   年  月  日 (  ) ～     年   月  日 (  ) 

第２希望 
使 用 日   年  月  日 

借用期間   年  月  日 (  ) ～     年  月  日 (  ) 

※豊田市内で交通安全啓発活動のためにお使いください。当日申込みの貸出はできません。 

  （営利目的・記念撮影目的の貸出不可。場合により企画書等の提出が必要） 

   申込期間：令和 8年 3月 1日～令和 9年 3月 30日 ※月曜日（祝日除く）、年末年始は休館。 

   対象期間：令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月 31日 

  ※借用料金は無料です。借用期間は最大８日間です。 

 

□ 下記の注意事項を了承し、遵守します。（□にレ点）  

 １ 借用・返却前には、必ず数量、状態を確認してください。 

 ２ 雨天時や雨上がりで使用する場合は、使用場所を考慮してください。 

 ３ 使用後は、汚れを落とし元通りに保管してください。 

 ４ 借用物品等の汚損、破損、紛失による損害費用は、借用者において弁済して頂きます。 

５ 使用中の事故・怪我等につきまして、当施設では一切責任を負いかねます。 

６ 借用物品の取扱者及び使用者を特定し、発熱やその他体調不良がある場合は使用を避けてください。 

７  貸出・返却担当者が各種感染症に感染した際は、来館を控え代理の方でご対応ください。 


